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令和３年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第６号 

    令和３年６月１７日（木）午前１０時開議 

 日程第 １．議案第３５号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ２．議案第３６号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ３．議案第３７号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ４．議案第３８号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第３９号 牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃止する条例につ

いて 

 日程第 ６．議案第４０号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第 ７．議案第４１号 物品購入契約の締結について 

 日程第 ８．決議案第２号 新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制の改善等を求める

決議について 

 日程第 ９．意見書案第３号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提

出について 

 日程第１０．意見書案第４号 学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ 

               ン）を適切に進めることを求める意見書の提出について 

 日程第１１．請願第 ２号 国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力

の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を

求める意見書」の提出を求める請願 

 日程第１２．請願第 ３号 「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る

ための意見書」を国に提出することを求める請願書 

 日程第１３．請願第 ４号 新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願 

 日程第１４．環境建設常任委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第１５．閉会中の事務調査の件 

追加日程第１．意見書案第５号 脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高

める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意

見書の提出について 

追加日程第２．意見書案第６号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る

ための意見書の提出について 



 

午前１０時００分開議 

○杉森弘之 議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ここで、自席にて暫時休憩いたします。 

                午前１０時０１分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時０２分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、新型コロナウイルス感染対策として、本日の日程における議席を指定いたします。 

 議席はただいま御着席のとおり指定いたします。 

 日程第１、議案第３５号ないし日程第７、議案第４１号の７件、日程第８、決議案第２号の

１件、日程第９、意見書案第３号及び日程第１０、意見書案第４号の２件、日程第１１、請願

第２号ないし日程第１３、請願第４号の３件を一括議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３５号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第３６号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第３７号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 議案第３８号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第３９号 牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃止する条例について 

 議案第４０号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 

 議案第４１号 物品購入契約の締結について 

 決議案第２号 新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制の改善等を求める決議について 

 意見書案第３号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出について 

 意見書案第４号 学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を適切に進

めることを求める意見書の提出について 

 請願第 ２号 国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高め

る２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提出を求

める請願 

 請願第 ３号 「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見

書」を国に提出することを求める請願書 

 請願第 ４号 新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願 

 



 

○杉森弘之 議長 本件に関しては、各委員長から審査結果の報告を受けました。つきまして

は、各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。 

 初めに、藤田総務企画常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

令和３年６月１７日 

牛久市議会議長 殿 

 

総務企画常任委員会 

 委員長 藤 田 尚 美 

 

総務企画常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 議決の結果 

議案第35号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 原案可決 

議案第41号 物品購入契約の締結について 原案可決 

意 見 書 案 
第 ３ 号 

日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提
出について 

否  決 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔総務企画常任委員長藤田尚美議員登壇〕 

○藤田尚美 総務企画常任委員長 それでは、総務企画常任委員会委員長審査報告を行わせて

いただきます。 

 令和３年６月１０日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御報

告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１１日委員会を開催し、市執行部の出席

を求め慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第３５号は、牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。 



 

 本件は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、令和

３年９月１日以降、マイナンバーカードの再交付手数料については、地方公共団体情報システ

ム機構が定めることとなるため、同手数料の規定を削除するものであります。 

 審査に当たり委員からは、初回の交付申請の期限及び牛久市の交付人数について質疑がなさ

れ、市執行部からは、交付申請の期限は令和４年３月３１日までとしており、牛久市の交付人

数は令和３年５月３１日現在で、３４．３％に当たる２万９，１４４人に交付しているとの答

弁がありました。 

 また、委員からは、マイナンバーカードと健康保険とのひもづけや、紛失時のセキュリティ

ーについて質疑がなされ、市執行部からは、健康保険とのひもづけに関する具体的スケジュー

ルが牛久市に届いていない状況である、紛失時のセキュリティーについては、拾得者に暗証番

号が知られない限り、悪用されることはないと考えているとの答弁がありました。 

 議案第４１号は、物品購入契約の締結についてであります。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策として、分散勤務及び在宅勤務を実施するための機

器の購入契約を締結するものであります。 

 審査に当たり委員からは、入札の執行に当たり、一般競争入札としなかった理由及び辞退し

た業者の辞退の理由について質疑がなされ、市執行部からは、牛久市一般競争入札実施要綱に

定める一般競争入札の対象は、設計金額が４，０００万円以上の工事であり、本件は物品契約

であるため、この規定に該当しないことから一般競争入札にはしていない、本件は入札が成立

していることから、業者の辞退理由については聞いていないとの答弁がありました。さらに、

委員からは、今後は設計金額が４，０００万円以上の物品契約についても一般競争入札とする

考えはあるかとの質疑がなされ、市執行部からは、他市の事例を調査研究し、検討していきた

いとの答弁がありました。 

 また、委員からは、牛久市契約規則第１１条は無効の入札についての規定であり、この規定

に該当しないから入札が成立しているというのは疑問であること、入札箱に辞退する旨を投函

した場合は無効とするのが規則に沿った扱いであり、これを辞退と扱う規定は存在していない

こと、応札したのは結果的に１者のみであったのだから、牛久市一般競争入札実施要綱の第８

条の規定に基づき、入札の執行を中止または延期すべきだったのではないか、予定価格の基礎

となる参考見積りはどの業者から徴取したのか、そしてその業者は当該入札に参加しているの

かとの質疑がなされ、市執行部からは、入札箱に辞退する旨を投函されたものは自社の予算に

見合わないという意思表明と認識している、また、担当としては投函されてから開札するまで

は、辞退か有効な入札書か無効か判断できないわけであり、開札の結果、辞退があったとの理

由で入札が無効とはならない、このように、指名競争入札により札を投函したことで競争性が



 

働いており、その結果で落札者を決定しているのであるから公明正大であると考えている、ま

た、辞退する旨を担当課長に直接手渡しするよりも、指名業者が集まった場で入札箱に投函す

るほうが、業者によって異なった対応をしたり不正が行われる機会が少ないものと考えている、

参考見積りを依頼した業者については、入札執行通知書を送付した８者全てであり、そのうち

の２者から参考見積りが提出されたとの答弁がありました。 

 そのほかに委員からは、牛久市において既に導入されている基幹システムを提供している業

者と、今回の落札業者が同じ業者であることで疑念が生じているため、今後は明瞭かつ透明性

の高い入札の仕組みづくりを検討してほしいとの意見がありました。 

 意見書案第３号は、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出について

であります。 

 本件は、２０１７年７月７日、国連総会において１２２か国の賛成により核兵器禁止条約が

採択され、２０２０年１０月２４日の国連軍縮週間の初日に批准国が５０か国に達し、２０２

１年１月２２日に条約が発効したことにより、核兵器は人道的に許されないだけではなく、歴

史上初めて明文上も違法なものとなったことを受け、「唯一の戦争被爆国」として核兵器全面

禁止のために真剣に努力するあかしとして、日本政府に対して、核兵器禁止条約に署名・批准

することを強く求めるものであります。 

 審査に当たり委員からは、当該意見書と同様の趣旨の意見書は、近隣自治体である石岡市と

かすみがうら市が可決しており、唯一の戦争被爆国である日本の今後の動向に世界が注目して

いることでもあるため、牛久市議会としてこの意見書を可決することを希望するとの意見があ

りました。 

 以上、３件であります。 

 付託されました案件について審査の結果、議案第３５号は全会一致により、議案第４１号は

賛成多数により、内容適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、意見書案第３号については、可否同数により委員長裁決の結果、否決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○杉森弘之 議長 次に、長田教育文化常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

令和３年６月１７日 

牛久市議会議長 殿 

 

教育文化常任委員会 



 

 委員長 長 田 麻 美 

 

教育文化常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 議決の結果 

意 見 書 案 
第 ４ 号 

学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
を適切に進めることを求める意見書の提出について 

原案可決 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔教育文化常任委員長長田麻美議員登壇〕 

○長田麻美 教育文化常任委員長 教育文化常任委員会委員長審査報告。 

 令和３年６月１０日、本委員会に付託されました案件審査の結果につきまして、御報告申し

上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１１日委員会を開催し、慎重な審査を行

った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 意見書案第４号は、学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を適切に

進めることを求める意見書の提出についてであります。 

 これは、学校教育にＩＣＴを浸透させ、さらなる教育の充実を図るためのデジタルトランス

フォーメーションの実現に向け、教育デジタルトランスフォーメーションに対応する教職員研

修の在り方や、学校教育予算の充実・確保について検討を進めること、情報端末とデジタル教

科書及び個人認証システムの互換性を確保するための統一規格についての検討を進めること、

紙面活用と対面学習の併用を維持することについて迅速な対応を求めるものです。 

 審査に当たり委員からは、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）やＳｏｃｉｅｔｙ

（ソサエティ）５．０は企業原理や経済上の言葉であり、子供が主体となるべき教育現場には

なじまないのではないかという意見がありました。 

 また、ＩＣＴ機器は道具として使用するものであり、教育現場において全面的に推奨するべ

きものなのかどうか、読解力やコミュニケーション能力の低下、個人認証システムの安全性に



 

対する懸念や、子供の視力低下などの健康上の問題、教職員の負担の増加になるのではないか

という意見がありました。 

 次に、将来のビジネスシーン等においてＩＣＴの活用は不可欠で、小中学生の段階から活用

していくことが必要であるとの意見もありました。 

 また、将来の資産形成等の場面においても、子供の頃からＩＣＴの基礎を学ぶことは大切で

あるとの意見がありました。 

 また、ＩＣＴ機器が活用されていく中で、公平に全ての児童生徒に対して指導できるような

教職員の研修の在り方を検討すること、ＩＣＴ機器を学校教育の予算の中で充実・確保してい

く上で国に対して責任を明白にしてほしいという意見や、読解力等の学習の基本的な能力を身

につける上で、紙面の活用と対面授業の併用を維持していくことが必要であること、視力の低

下については、学校におけるＩＣＴ機器の使用に限らないのではないかという意見もありまし

た。 

 以上、１件であります。 

 付託されました意見書案第４号につきましては、賛成多数により可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告いたします。 

○杉森弘之 議長 次に、甲斐保健福祉常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

令和３年６月１７日 

牛久市議会議長 殿 

 

保健福祉常任委員会 

 委員長 甲 斐 徳之助 

 

保健福祉常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

 



 

事件の番号 件 名 議決の結果 

議案第36号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 

議案第37号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決 

議案第38号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 

決 議 案 
第 ２ 号 

新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制の改善等を求める
決議について 

原案可決 

請願第３号 「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る
ための意見書」を国に提出することを求める請願書 

採  択 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔保健福祉常任委員長甲斐徳之助議員登壇〕 

○甲斐徳之助 保健福祉常任委員長 保健福祉常任委員会委員長審査報告。 

 令和３年６月１０日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果について、御報告申

し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１４日委員会を開催し、市執行部の出席

を求め慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第３６号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、上位法である国の法律改正に伴い、本条文中において新型コロナウイルス感染症定

義の文言を改正するものであります。 

 議案第３７号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、議案第３６号同様、上位法である国の法律改正に伴い、本条文中において新型コロ

ナウイルス感染症定義の文言改正、及び新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方

々の国民健康保険税の減免について、申請対象期間を延長するものであります。 

 審査に当たり委員からは、令和２年度の新型コロナウイルス感染症対策としての減免措置の

申請件数と承認された件数について、一部免除それとも全面免除なのか、また、全面免除の重

篤な傷病を負った場合という規定について、重篤な傷病を負った方は令和２年度で申請し免除

となり、令和３年度も生活困窮だと思われるが、申請対象期間が延長されたが令和３年度も令

和２年度同様の措置が受けられるのか、傷病手当金の支給について質疑がなされ、市執行部か

らは、令和２年度の減免措置の実績について保険料は、平成３１年度、令和２年度分合わせて

申請件数１０９件、承認された件数は９８件、減免決定金額は９４０万６,０００円である、

減免の割合について、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合には全額減免、

それ以外については、事業収入等の減額の割合やその他の条件について８割、６割、４割、２

割の減免がある、重篤な傷病を負った場合という減免実績は、ない状況である、また、介護保



 

険の重篤な傷病の定義において「１か月以上の治療を要すると認められた場合等」と記されて

いるので、国民健康保険においても準用したいと思っている、次に、令和２年度の条件と令和

３年度の減免条件については、前年度からさらに３割以上の収入減が条件となっており、実際

には、もともとの収入が昨年度よりも減った場合には、本来の保険料が下がることで対応して

いる、傷病手当金については、コロナ等で休業を余儀なくされた方が無給の休業を行った場

合、１日当たり収入があった金額の３分の２を日ごとに計算して支給するのが傷病手当金であ

るとの答弁がありました。 

 議案第３８号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、低所得者に対する介護保険料の軽減についての改正、及び新型コロナウイルス感染

症関連の介護保険料の減免について改正するものであります。 

 審査に当たり委員からは、令和２年度のコロナ対策として介護保険料の減免申請件数、一部

免除それとも全面免除なのか、その人数、また議案第３７号での質問同様、令和２年度の収入

減の状況と令和３年度の減免について、コロナ対策に関する減免申請の収入と通常の介護保険

料第１１条第５項から第７項の減免申請での収入の差について質疑がなされ、市執行部から

は、介護保険料２か年分合わせて申請件数３１件、減免件数が２６件、減免保険料は７０万６,

９００円である、また、令和２年度と令和３年度の減免条件については、国民健康保険料で説

明のあったとおり、前年度からさらに３割以上の収入減が条件となっている、実際には、もと

もとの収入が昨年度よりも減った場合には本来の保険料が下がることで対応している、次に、

コロナ対策に関する減免申請の収入と通常の介護保険料の減免申請の収入の差については、例

えば主たる生計維持者が亡くなられた場合は１００％減となり、それ以外は所得の状況や実際

の収入減を勘案して本来の介護保険料と比較が必要となるとの答弁がありました。 

 決議案第２号は、新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制の改善等を求める決議につい

てであります。 

 本件は、新型コロナウイルスワクチンの接種の予約受付が開始されたが、予約の電話が殺到

し、一日中電話をかけ続けてもつながらない事態が発生していることに加えて、ウェブやＬＩ

ＮＥによる予約枠も直ちに埋まってしまうことから、多くの高齢者からは「一日も早く予約を

済ませ、安心したい」等の悲鳴が寄せられており、早急に新型コロナウイルスワクチンの接種

受付体制の改善等を強く求めるものであります。 

 審査に当たり委員からは、この件に関して議会全体として取り組むことは大変有意義なこと

であり、新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制を整えていくことは、とても重要なこと

であるとの意見がありました。 

 請願第３号は、「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見



 

書」を国に提出することを求める請願書についてであります。 

 本件は、２０２０年の新型コロナウイルスによりパンデミック（感染爆発）となり、日本国

内でも大きな影響を広げました。経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすとともに、「医

療崩壊」などが取り沙汰され、国民の命と健康が脅かされており、安全・安心の医療・介護の

実現と国民の命と健康を守るための対策を強く求めるものであります。 

 審査に当たり委員からは、新型コロナウイルス感染症が日本で発生して以降、医療・介護の

現場の方々や保育園、学校など多くのエッセンシャルワーカーと言われる方々が最前線で自分

の命を削り出すような形で取り組まれており、国は、医療・介護・福祉に十分な財源確保を行

うこと、病院の再編等、国全体で考えていかなければならないと思っている、こうした市民の

声を国に届けることは大変重要であるとの意見がありました。 

 以上、５件であります。 

 付託されました案件について審査の結果、議案第３６号ないし議案第３８号は全会一致によ

り内容適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、決議案第２号については、全会一致により可決すべきものと決し、請願第３号につき

ましては、全会一致により採択すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○杉森弘之 議長 次に、池辺環境建設常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

令和３年６月１７日 

牛久市議会議長 殿 

 

環境建設常任委員会 

 委員長 池 辺 己実夫 

 

環境建設常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

 



 

事件の番号 件 名 議決の結果 

議案第39号 牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃止する条例につ
いて 

原案可決 

請願第２号 国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力
の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を
求める意見書」の提出を求める請願 

採 択 

請願第４号 新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願 不採択 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔環境建設常任委員長池辺己実夫議員登壇〕 

○池辺己実夫 環境建設常任委員長 環境建設常任委員会委員長審査報告。 

 令和３年６月１０日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御報

告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件審査のため去る６月１４日に委員会を開催し、市執行部の出

席を求め慎重な審査を行った次第です。 

 まず、本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。 

 議案第３９号は、牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃止する条例についてであり

ます。 

 本件は、都市計画に関する諮問についての調査審議を牛久市都市計画審議会に統一するた

め、本条例を廃止するものであります。 

 審査に当たり委員からは、都市計画マスタープランの策定に当たる策定委員会と策定サポー

トチームに関する要綱の在り方について質疑がなされ、市執行部からは、これらの組織に関す

る要綱はそのまま残し、今後も都市計画マスタープランの策定や改定に当たることとしてお

り、その結果に基づき牛久市都市計画審議会に諮問していくとの答弁がありました。 

 また、委員からは、牛久市都市計画審議会における市民の代表者についての公募及び女性委

員の登用について質疑がなされ、市執行部からは、今後公募も検討していくとともに、女性の

参画を進めていきたいとの答弁がありました。 

 請願第２号は、国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高め

る２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提出を求める請願でありま

す。 

 本件は、エネルギーの効率化とともに再生可能エネルギーの大幅な拡大をいち早く進めるよ

う、必要な事項に早急に取り組むことを強く要請する意見書を国に提出するよう求めるもので

あり、参考人の委員会出席を求め審査いたしました。 

 審査に当たり委員からは、再生エネルギーの活用に当たっての課題として発電量の変動につ



 

いての質疑があり、参考人からは、発電量の変動について海外でのいろんな事例や経験がある

ことから、それらを学び活用することで、日本国内及び地域において取り組む際にも具体的な

対策が可能であるとの説明がありました。 

 請願第４号は、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願であります。 

 本件は、コロナ禍における米の需要減少等を踏まえ、需給環境の改善、生活困窮者等への食

料支援制度の創設、外国産米の輸入数量抑制等を要請する意見書を国に提出するよう求めるも

のであり、参考人の委員会出席を求め審査いたしました。 

 以上、３件であります。 

 付託されました案件について審査の結果、議案第３９号は全会一致により、内容適切なもの

と認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、請願第２号は、賛成多数により採択すべきものと、請願第４号については、賛成少数

により不採択とすべきものと決定いたしました。 

 なお、北部地域開発についてを調査事項として、本委員会の閉会中の継続調査とすることを

全会一致により決し、議長宛て申出をいたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○杉森弘之 議長 次に、須藤予算常任委員長。 

        ――――――――――――――――――――――――― 

令和３年６月１７日 

牛久市議会議長 杉 森 弘 之 殿 

 

予算常任委員会 

 委員長 須 藤 京 子 

 

予算常任委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定いたしましたので、牛久市議会会議

規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 議決の結果 

議案第40号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 



 

        ――――――――――――――――――――――――― 

      〔予算常任委員長須藤京子議員登壇〕 

○須藤京子 予算常任委員長 予算常任委員会委員長審査報告。 

 令和３年６月１０日、本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきまして、御報

告申し上げます。 

 本委員会に付託されました案件は 

 議案第４０号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第２号） 

 以上、１件であります。 

 本委員会に付託されました案件審査のため、去る６月１１日、１４日の２日間にわたり委員

会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。 

 初めに、経営企画部、総務部等、市民部所管の歳入歳出について、委員からは、牛久シャト

ーワイン文化復活事業補助金の財源となったふるさと応援寄附金について、寄附者からの呼び

かけに対する応募や寄附の目的について質疑がなされ、市執行部からは、寄附者からのツイッ

ターによる呼びかけに対して、牛久市が市長のアカウントから牛久シャトーの持つワイン文化

や歴史を復活させたい趣旨で応募している、寄附の目的については、寄附者から牛久シャトー

でのワインの復活に期待するとの意向が伝えられたことから、牛久シャトーのワイン醸造再開

に関する施設と設備のみに寄附金を充てる方向で検討しているとの答弁がありました。 

 また、牛久シャトーの施設整備に対して寄附金を補助金として交付することは、寄附者の意

向に沿ったものではあるが、第三セクターである牛久シャトー株式会社が主体である施設整備

に対し、自治体が補助金を支出することの可否に関する庁内での議論について質疑がなされ、

市執行部からは、第三セクターに対して自治体は安易に公的支援すべきではないとの指針が総

務省により示されているが、日本初の本格的なワイン醸造場として重要文化財指定や日本遺産

認定されたことが「日本のワイン文化」として認められた要因の一つになっており、牛久シャ

トーのワイン醸造の再開に行政としての牛久市が関わってもよいのではないかとの判断に基づ

いて補正予算を計上しているとの答弁がありました。 

 また、委員からは、牛久市が牛久シャトー株式会社の営利事業に対して出資するということ

ではないのかとの質疑がなされ、市執行部からは、牛久市としては補助金として支出してお

り、出資金とは異なるものと認識している、日本で最初にワインを醸造したというワイン文化

を重要視しており、そのワイン文化を後世に継承していくことが行政としての義務であると考

えている、行政がワイン醸造をすることができないからこそ、第三セクターをつくり、そのワ

イン醸造に関する設備について補助金を支出するという結論に至ったとの答弁がありました。 

 そのほかに、委員からは、異動による減員のため会計年度任用職員を採用したとのことであ



 

るが、現在の常勤職員の人数と不足している職員数について質疑がなされ、市執行部からは、

再任用を含まない常勤職員数は、昨年度が３５７人であり、今年度が３４８人で、９人の減と

なっている、再任用職員は若干増えているが、市全体の職員数としては、ほぼ横ばいとなって

いるとの答弁がありました。 

 また、委員からは、電子計算費における無線システム普及支援事業の交付金全体の採択金額

について質疑がなされ、市執行部からは、採択された交付金額は３億３，１０９万５，０００

円であるとの答弁がありました。 

 さらに、委員からは、テレワーク機器や無線機器に関して当初はリース契約であったが、単

年度契約に切り替えた理由について質疑がなされ、市執行部からは、コンピューターシステム

は通常５年間がワンサイクルとして更新が行われるものであり、市の単独事業で行う場合は各

年の支出額をならすという意味で複数年のリース契約を行っている、補助金を利用するとなる

と、単年度事業にしか補助金が活用できないため、単年度の一括購入契約としているとの答弁

がありました。 

 次に、建設部所管について、委員からは、牛久駅西口歩道橋改修工事の実施に当たり、現在

の牛久駅周辺の喫煙所の状況を踏まえ、新たに喫煙所を設置する考えについて質疑があり、市

執行部からは、現在のところ牛久駅西口において新たに喫煙所を設置する考えはないとの答弁

がありました。 

 また、委員からは、牛久駅西口におけるトイレ設置の予定について質疑があり、市執行部か

らは、計画では来年度設計を行い、その翌年度に工事を実施する計画であるとの答弁がありま

した。 

 さらに、委員からは、工事実施中の安全対策について質疑があり、市執行部からは、屋根設

置の際には橋梁部分の通行を止めなければならないことから、駅西口広場の横断歩道の設置に

係る工事を先行させて、そこが通行できるようになってから橋梁部分の屋根設置工事を行いた

いと考えており、安全第一で工事を進めていくとの答弁がありました。 

 付託されました案件につきまして審査の結果、議案第４０号は全会一致により、内容適切な

ものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告いたします。 

○杉森弘之 議長 ただいま須藤予算常任委員長より、修正の希望が申し述べられました。こ

れを許可いたします。 

○須藤京子 予算常任委員長 お手元に配付の資料で言うと、２ページ目の最初の行になりま

すが、会計年度任用職員についてでございます。会計年度任用職員を「採用した」とのことで

あるがというふうに委員長報告では申し上げましたが、「採用する」ということに改めていた



 

だきたいと思います。 

 お手数をかけ申し訳ございません。 

○杉森弘之 議長 １１番池辺議員。 

○１１番 池辺己実夫 議員 議長、暫時休憩を入れていただきたいのですが。ちょっと確認

したいことがあるので、すみません。 

○杉森弘之 議長 ただいま池辺議員から休憩の動議がありました。これに異議ございません

か。（「賛成」「何のための休憩を取りたいのか分からない」「私のほうから説明したい」

「どういうことの休憩を取ると言っているのか」の声あり）議席にて説明をお願いします。 

○１１番 池辺己実夫 議員 すみません。私が先ほど環境建設常任委員会の委員長報告をし

た際に、ちょっと確認したい部分がありまして、私では判断しかねるので事務局に伺いたいの

で、確認したいということで動議を入れさせていただきました。 

○杉森弘之 議長 暫時休憩いたします。 

                午前１０時４５分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時４７分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま休憩の動議がありましたが、調べたところ、休憩の動議を取り消すということでご

ざいますので、このまま会議を続けてまいります。 

 以上で、各委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 なお、質疑は一括質疑でお願いいたします。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で、各委員長に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。８番石原幸雄議員。 

      〔８番石原幸雄議員登壇〕 

○８番 石原幸雄 議員 意見書案第３号及び請願第４号について反対討論をいたします。 

 意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出についてへ

の反対討論。 

 本意見書は、以下の３つの理由により反対であります。 

 まず、第１に、我が国は、ドイツ、オーストラリア、ＮＡＴＯ諸国が、核の傘の下での安全

保障体制を築いているのと同様に、米国の核の傘の下で安全保障政策を実施しており、今日ま



 

で平和で過ごせていることは核の傘による米国の抑止力の存在が前提となっていることは否定

できない厳然たる事実であることから、核兵器禁止条約に参加することは我が国の現在の安全

保障政策と矛盾をすること。 

 次に、当該条約には、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、インド、パキスタン、

イスラエル、北朝鮮のいわゆる核兵器保有国が不参加であることから、その実効性には大いに

疑問があること。 

 さらに、それらを踏まえて、我が国は唯一の被爆国としてＣＴＢＴ、包括的核実験禁止条約

やＦＭＣＴ、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約を実効性のあるものにしていくべく、核兵器

保有国に働きかけて、核兵器を極限まで減らす努力をすることが、より現実的で肝要であるこ

と。 

 以上の３つの理由から、本意見書には反対であります。 

 続きまして、請願第４号、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願に対する反対討論。 

 本請願は、以下の３つの理由により反対であります。 

 まず、第１は、コロナ禍により米価が暴落し、この状態が続けば農業の大規模経営者も米作

りからの撤退を余儀なくされると主張しておりますが、農業者からはそのような声が聞かれな

いことに加えて、新型コロナウイルスワクチンの接種が始まり、今年中には国民の大部分の接

種の完了が見込まれ、結果としてコロナ禍が落ち着き、それにより景気が浮揚してくれば、米

価の先行きには懸念がなくなること。 

 次に、コロナ禍による米の需要については、政府が責任を持って過剰な在庫を市場から隔離

すべきであると主張しておりますが、米の生産、流通、消費にわたって、このように政府が介

入して管理するという考え方は、需要と供給を根幹とする現在の市場経済体制とは全く相入れ

ないものであり、かつての戦時下における統制経済の象徴とも言われる食糧管理制度を想起さ

せられること。 

 さらには、消費者にとっては米価は安価であればあるほどにありがたいにもかかわらず、消

費者への言及が全くないこと。 

 以上の３つの理由により、本請願には反対であります。 

 以上、意見書案第３号及び請願第４号について、議員各位の良識に期待し、反対討論といた

します。 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。１３番北島 登議員。 

      〔１３番北島 登議員登壇〕 

○１３番 北島 登 議員 意見書案第３号及び請願第４号についての賛成討論を行います。 

 意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出についてに



 

ついてです。 

 先ほど石原議員からの反対討論がありましたけれども、この条約は２０１７年７月７日、国

連総会で１２２か国の賛成で採択され、２０２１年１月２２日に発効されました。広島、長崎

の被爆者の方々の、こんな思いは誰にもさせてはならないという強い思いが国際社会を動かし、

批准に必要な５０か国の達成につながりました。 

 牛久市は、１９８４年９月２０日に非核平和都市宣言を行い、２０１０年１月１日に平和首

長会議に加盟しています。毎年、広島に中学生による平和使節団を派遣し、子供たちに平和の

大切さを伝える取組を続けています。日本政府の対応を世界の人々が注目しており、核兵器の

ない世界の実現に向けて、国際社会の取組をリードするよう求めるとともに、核兵器廃絶を世

界に訴え続けてきた日本国民の願いは、唯一の被爆国として、日本政府による核兵器禁止条約

の署名・批准を行うことを強く求めています。 

 現在の核を巡る国際的な状況、これをそのまま維持していいものなのか、肯定できるのか、

ここが大きな論議の分かれ目というふうに思いますが、核保有国は世界の中から見れば僅かで

す。それを国連、国と地域合わせて１９８ですか、そのほとんどがこの条約に賛同して核保有

国を包囲する、そういう形にしていくことが、核をこの地球からなくすための道ではないか。

そのことを強く言いまして、皆さんの御賛同をお願いいたします。 

 続いて、請願第４号、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願についてです。 

 日本は今、米価が暴落すれば、農業に大きな打撃を与える。この前の参考人の説明でもあり

ましたが、アメリカやオーストラリアは政府が非常に大きな金を補助金として農業経営に対し

て出しています。そういう状況もあるのですが、新型コロナの影響によって大幅に米の需要が

減っており、米の在庫が増えています。令和２年産在庫の影響から、３年産米はさらに米価格

が暴落してしまうのではないかと生産者や流通業者に危機感が広がっています。３年連続の米

価暴落となれば、大規模経営の生産者でも米作りから撤退することにもつながりかねません。 

 かつてない危機的事態に見舞われた国民や生産者に対して、従来の枠組みに捉われない対策

が緊急に求められています。日本農業を守るためにも、請願に賛成いたします。議員各位の御

賛同を心からお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。１６番黒木のぶ子議員。 

      〔１６番黒木のぶ子議員登壇〕 

○１６番 黒木のぶ子 議員 意見書案第４号への反対討論をいたします。 

 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めることを求める意見書に

ついてでありますが、このデジタルトランスフォーメーションは耳慣れない言葉であるために、

ネットで検索をいたしました。そういたしますと、今までの考え方、要するに既存の価値観や



 

枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすもので、このデジタルトラン

スフォーメーションは企業にとりましては様々な生産性や効率性を取り込んだ、そのような社

会全体までにリーチされたもので、社会的な影響をもたらすものがこのデジタルトランスフォ

ーメーションであると出ておりました。 

 企業においては、ＩＴやＡＩのテクノロジーを使って激しい競争に勝つために業務のやり方

や組織、ビジネスモデルなどを変革することで、企業の生産性を上げるためのビジネス用語と

して多く使われております。 

 このほかに、同様にＣＸという言葉がありますが、これはカスタマーエクスペリエンスの略

語で、デジタルトランスフォーメーションはデジタル技術を駆使して生産性や効率を向上させ、

ＣＸはカスタマーとあるように顧客の管理とサービスの向上とあります。 

 ごめんなさい、同じく略語を使いますが、デジタルトランスフォーメーションをＤＸとし、

ＩＴ化とＤＸとの違いと関係性については、ＩＴ化は手段と目的というふうに大変な違いがあ

り、ＩＴ化が既存の業務プロセスの効率化を目指すのに対し、ＤＸ、デジタルトランスフォー

メーションがもっと対極的なレベルで精神、サービスやビジネスモデルの変革を目指し、デジ

タルトランスフォーメーションはＩＴ化の先にある目的で、ＩＴ化による変化は量的変化で、

デジタルトランスフォーメーションの変化は質的変化で、プロセス自体を変化させるというこ

とで、作業時間が減ることや情報データを使うことで業務の迅速化が図れるという分かりやす

い変化ではありません。根本的な運用の変化で、ドラスティックな変化であるのがこのデジタ

ルトランスフォーメーションが起こす変化であり、その変化の社会全体に起こす影響は大変な

ものとされておりまして、当然に教育界におきましても同様のことが言えると思います。 

 ＲＰＡ、ロボットで業務の自動化、ＡＩ、人工知能を使って、新しいことがしたいのでは、

このデジタルトランスフォーメーションということにはならず、デジタルトランスフォーメー

ションと言いつつＩＴ活用と変わらないとされているのが、皆さんが勘違いしやすいというこ

とになっております。 

 現在、学校の教育現場では、御存じのとおり、やっと昨年度よりプログラミング教育やタブ

レットでの新しい技術や知識を取り入れる教育設計がなされたばかりで、ＩＴやＡＩに向かっ

て児童生徒が学習されているというふうに理解しております。まだまだ子供たちがデジタルト

ランスフォーメーションに対する運用ができるほどの知識も技術もなく、そのような段階では

なく、これから子供たちがデジタルへの知識が熟成されるまで、ＩＴやＡＩを活用しつつ、次

の段階とされる、そしてＩＴやＡＩを立派に活用することで、デジタルトランスフォーメーシ

ョンの運用ができ、さらに社会が便利で豊かになるまで、学校教育におけるＩＴやＡＩをしっ

かり習得していただき、そしてその上でデジタルトランスフォーメーションの語源を使うべき



 

と考えるので、この意見書案第４号へ反対をいたします。 

 各位の御賛同をお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。２１番遠藤憲子議員。 

      〔２１番遠藤憲子議員登壇〕 

○２１番 遠藤憲子 議員 請願第２号、国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネ

ルギー電力の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提

出を求める請願について賛成討論を行います。 

 今や地球環境を守るためには、２０３０年までにＣＯ２排出を大幅に減らすことが喫緊の課

題となっています。 

 牛久市は、昨年ゼロカーボンシティー宣言を行い、この世界的な課題に取り組むことを表明

いたしました。再生可能エネルギーを６０％以上に増やすこと、巨大なリスクを抱える原子力

発電を速やかに廃止し、石炭、火力発電を２０３０年までに廃止すること、脱炭素社会に向け

て再生可能エネルギーを強力に推進する政策への転換をすることは、ゼロカーボン実現への重

要な政策となります。 

 請願内容への御理解をいただき、議員各位の御賛同を心からお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。１３番北島 登議員。 

      〔１３番北島 登議員登壇〕 

○１３番 北島 登 議員 議案第４１号、物品購入契約の締結についての反対討論を行いま

す。 

 この案件の事業内容については、危機管理やその危機に対応する点からは必要であり、有効

な対策だと考えます。しかし、入札手続において、一部で契約関連の規定を外れた方法が取ら

れている、このことが大きな問題です。 

 指名された８者のうち７者が辞退し、結果として１者入札となりました。牛久市一般競争入

札実施要綱では、一般競争入札の参加希望者が２者に満たないとき、入札の執行を中止すると

規定しています。しかるに、入札に参加した５者のうち４者が辞退と書いた入札書を入札箱に

入れるという、規定になく、開札まで結果が分からない、そういう方法で辞退を表明し、結果、

１者入札となった次第です。 

 規定にない方法で執行された入札は、市民に疑念を持たせる。入札をめぐっては、お隣の龍

ケ崎市で幹部が逮捕され、大きな問題となっています。牛久市はそのようなことはないと信じ

ておりますが、入札はその透明性を確保し、規定にのっとって厳格に執行されるべきであり、

この議案に関しては疑義が拭い切れない、このことをもってこの議案に反対するものです。 

 議員各位の賛同をお願いし、反対討論といたします。 



 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。１２番加川裕美議員。 

      〔１２番加川裕美議員登壇〕 

○１２番 加川裕美 議員 請願第３号、「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと

健康を守るための意見書」を国に提出することを求める請願書について、賛成の立場から討論

をいたします。 

 新型コロナウイルス感染症は、従来から指摘されていた日本の医療体制、研究体制等の脆弱

性をあらわにいたしました。感染症病床や集中治療室の大幅な不足、公立公的病院の重要性、

医師、看護師、介護職員の圧倒的人員不足、統廃合による保健所の不足問題などがあります。 

 緊急入院が必要でも受け入れる病院が見つからない医療崩壊などが起こり、国民の命と健康

が脅かされる事態となりました。 

 これらの問題の背景には、１９９０年代から続いてきた医療、介護、福祉などの社会保障費

の抑制、公衆衛生施策の縮減などがあります。新型コロナウイルス感染症対策の教訓から、国

民の命と健康を守るため、公衆衛生施策の拡充は早急かつ最優先されるべき課題です。 

 国民が安心して暮らせる社会の実現に向け、国に対する意見書提出の請願に賛成いたします。

各位の御賛同を心からお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。１番鈴木勝利議員。 

      〔１番鈴木勝利議員登壇〕 

○１番 鈴木勝利 議員 ２件の案件につきまして反対討論を行います。 

 まず最初に、意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提

出についてに対する反対討論です。 

 世界で唯一の被爆国である日本が核兵器とその核兵器がもたらす悲惨、残虐性、非人道性を

世界のどの国よりも先頭に立って世界に発信し、この地球上から核兵器を全廃する使命を自覚

して行動する立場にあることは、全くもって異論を挟む余地はありません。 

 また、本年１月２２日に発効した核兵器禁止条約の画期的な意義も十分理解しております。 

 それは、１点目に、被爆者の方々による並々ならぬ平和への思いと行動が形になったことで

あり、２点目に核兵器全面禁止という国際的な法規範を打ち立てたこと、そして３点目に核軍

縮、核廃絶への国際社会の意識が高まったということです。核兵器国は、ＮＰＴ、核拡散防止

条約第６条核軍縮交渉義務を守るべきだとの国際社会からの圧力を確実に感じているはずです。 

 しかしながら、アメリカの核の傘に安全保障を委ねざるを得ない日本の置かれた現実を直視

するとともに、世界の現状を検証するならば、本条約に署名・批准することができるように、

まずはその前提として安全保障環境を整備する必要があります。本条約は核抑止を完全否定し

ておりますが、世界には直接的に核の脅威にさらされている国とさらされていない国があり、



 

それが本条約の賛否に重大な影響を与えております。したがって、その分断を回避するために、

核抑止に頼らない新たな安全保障を議論する場を用意し、両者の橋渡しを担う必要があります。 

 ２０１７年、日本政府は核保有国と非保有国の両有識者による実質的な核軍縮の進展のため

の賢人会議を設置し、議論を積み上げています。そして、その最終報告書では、核保有国と非

保有国の対話の橋渡しのために乗り越えるべき困難な問題として、１つ、自衛権との関係、２

つ、核兵器の役割、３つ、国際人道法との関係、４つ、核リスクの低減及び信頼醸成措置、５

つ、国際的な安全保障を損なわない核軍縮のプロセス、６つ、核兵器のない世界の維持の６点

が指摘されました。 

 そこで、核保有国の同盟国も含めたそれぞれの立場の違いを認めつつ、相手の立場への理解

への努力により、一致点を目指す粘り強い対話が求められます。 

 また、中道国も巻き込んで、安全保障論的アプローチの問題への議論の深化が必要です。こ

れらは核廃絶を現実にするには避けられない問題です。 

 そして、日本が本条約を批准するためには、何よりも安全保障環境の改善が不可欠です。特

に、北朝鮮及び中国との関係です。具体的には、北朝鮮の非核化と国交正常化、朝鮮戦争の終

結、そして中国の核体制の透明性の向上です。これらの達成に努め、核抑止に代わる新たな安

全保障の在り方の議論を進め、日本の批准に向けた環境整備につなげていかなければなりませ

ん。安全保障環境の整備を考えず、条約署名・批准ありきでは、いたずらに核保有国及びその

同盟国と非保有国との分断を助長することになりかねません。 

 したがって、本趣旨により、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出

についてに対して反対いたします。議員各位の御理解と賢明な御判断をお願い申し上げます。 

 続きまして、請願第２号、国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の

割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提出を求める請

願に対する反対討論を行います。 

 エネルギー基本計画は、２００２年に制定されたエネルギー政策基本法に基づいて、エネル

ギー政策の基本的な方向性を示すものであり、現行の計画は２０１８年に策定された第５次エ

ネルギー基本計画です。これは、策定当初からのエネルギー安定供給、エナジーセキュリティ

ー、環境への適合、エンバイロメント、経済効率性、エコノミーエフィシエンシーの３Ｅを基

本原則に、東日本大震災後に追加された安全性、セーフティーを大前提として、３Ｅ＋Ｓを基

本原則としております。 

 そして、第５次基本計画は、２０３０年の長期エネルギー需給見通し、エネルギーミックス

の実現と、パリ協定の発効を受けた２０５０年を見据えたシナリオの設計で構成されておりま

す。 



 

 なお、本計画は３年ごとに見直すことが義務づけられているため、本年中に新たな第６次基

本計画を策定することになっております。 

 さて、５月２６日に二酸化炭素、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標

を盛り込んだ改正地球温暖化対策推進法が参議院本会議で可決成立いたしました。これによっ

て、脱炭素社会の実現が法的に位置づけられました。国民並びに国、地方公共団体、事業者及

び民間の団体等の密接な連携の下に、２０５０年までの脱炭素社会の実現を目指すことになり

ます。 

 また、それに先立つ４月２２日には、アメリカ主催の気候変動サミットが開かれ、菅首相は

２０３０年に向けた温室効果ガスの削減目標について、２０１３年に比べて４６％削減すると

表明いたしました。現行、第５次エネルギー基本計画では、温室効果ガス削減目標は２６％で

あり、これに向けて２０３０年電源構成目標を火力発電５６％、再生可能エネルギー発電２２

から２４％、原子力発電２０から２２％としていたことを考えると、４６％削減は容易なこと

ではありません。政府は新たな計画で２０３０年再生可能エネルギーを３０％後半、原子力発

電を２０％程度に維持、そして火力発電を４０％に縮小する方向ですが、２０１９年実績で再

生可能エネルギー発電は１８％、原子力は６％にとどまり、７０％超を火力発電で賄っている

のが現状です。また、再生可能エネルギーの普及、主力電源化には、電力網の整備や高い発電

コストといった課題があることも忘れてはなりません。 

 以上を勘案すると、本請願の２０３０年再生可能エネルギー目標値６０％以上は現実的であ

るとは言えません。大胆な目標を掲げることも必要ですが、現実的でない目標は挑戦意欲を失

わせ失敗を招きます。また、原子力発電の依存度を低減し、将来的に原子力発電に依存しない

社会づくりを目指すことは必要ですが、現時点では原子力発電との併用なくして脱炭素社会を

描くことは困難であり、むしろ原子力発電の厳格な安全性を確保した上での併用を考えるしか

ありません。 

 したがって、本趣旨により、国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力

の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提出を求める

請願に対して反対いたします。 

 議員各位の御理解と賢明な御判断をお願い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。２番藤田尚美議員。 

      〔２番藤田尚美議員登壇〕 

○２番 藤田尚美 議員 意見書案第４号、学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）を適切に進めることを求める意見書の提出について、賛成の立場で討論を行いま

す。 



 

 教育現場では、ＧＩＧＡスクール構想の一環で、児童生徒に１人１台の情報端末の貸与、ま

た校内の高速ネットワーク整備が進んでおります。デジタルトランスフォーメーションが教育

現場で進むと、教育の質や幅が大幅に向上し、一人一人の能力に応じた専門技術を学ぶ機会が

増えると予測されます。また、アナログ作業で発生した余分な負荷を取り除くことで教員の負

担を減らし、さらなる教育の質の向上につながることも期待できます。 

 そのためにも、今回の意見書は、全ての教員が情報端末を活用した一定レベルの授業を行う

ことができるよう、教育デジタルトランスフォーメーションに対応する教職員の在り方や学校

教育予算の充実確保の検討を求めることは大切なことであります。さらなる教育の充実を図る

ためのデジタルトランスフォーメーションの実現に向けて取り組んでいくべきであります。 

 以上の理由で、この意見書案第４号は賛成いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願い

いたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。１２番加川裕美議員。 

      〔１２番加川裕美議員登壇〕 

○１２番 加川裕美 議員 意見書案第４号、学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォ

ーメーション）を適切に進めることを求める意見書の提出について、反対の立場から討論をい

たします。 

 冒頭に、本意見書のタイトルについているＤＸという文言から疑問を呈します。過日、本議

会でも質疑をした際、御説明をいただきましたが、デジタルトランスフォーメーションとはテ

クノロジーによる産業構造を変化させること、利便性を高めることと私は理解しました。そし

て、この言葉がどれだけ教育現場、子供たちに浸透しているか、１０人の現場の先生や子供た

ちに聞きました。まず、ピッツバーグから帰国したある男子生徒が、デジタルトランスフォー

メーション、こちらのスペルにどこもＸというアルファベットがないのにＤＸと日本では訳さ

れているのが、とても難解で不思議であると疑問を私にぶつけました。私もそのように感じま

す。先ほど、同僚議員の討論にもありましたとおり、デジタルトランスフォーメーション、正

確に訳せばＤＴとなります。ＤＸではありません。このように、この単語は固有の存在を示す

ものではなく、２０１８年に経済産業省が提唱したとおり概念を示すもので、この意味は広義

で、一般的にはビジネス、産業界で使われております。調べましたところ、行政ＤＸ、納豆Ｄ

Ｘ、そのほかいろいろなものにＤＸが付随しておりました。 

 先日のように詳細にわたる語彙の背景や説明が不可欠で、今議会に提出されているほかの意

見書、請願と照らし合わせても、一読では市民に理解し難く、何を目的にしているのか不鮮明

であると考えます。 

 次いで、事由として４点をお示しいただいているので、一つ一つ丁寧に検証しながら討論と



 

させていただきます。 

 提案事由１に示されているとおり、情報端末の利活用、個人情報の取扱いの問題が発生して

おります。先日、名古屋市で教育委員会が保護者、本人の同意を得ることなく端末の検索履歴

を調査、保管していたことは、全国に大きく報道されました。結果、７万人の児童生徒の端末

が現在も使用中止となっております。牛久市においては、保護者に同意文書が配付され、持ち

帰りが行われていますが、その文面も捉え方次第で一部の家庭では混乱を来しています。子供

は勉強という名目でずっと動画を見ている場面もあるようです。まず、関係省庁による調査検

証が大前提で、一定の方向性を見いだしてから教職員の研修の在り方に議論が下りてくるので

はないでしょうか。 

 また、新たに教育ＤＸという造語が記載してございますが、この文言の整理もこれからでは

ないでしょうか。 

 提案事由２の記載内容にも、児童生徒に情報端末を使用させる際には必然の配慮であり、こ

ちらの提案事由にはほとんど文部科学省からの学校におけるＩＣＴ環境整備として指針が示さ

れています。ただし、そこに教育ＤＸという新語の記載はございません。 

 提案事由３については、様々な情報端末と個人認証システムの互換性を確保するとあります

が、こちらは個人情報の流出、漏えい、条例、上位法への抵触が危惧され、ましてや６歳から

の児童を対象とする今回の学校教育推進という目的にはなじまないものと考えます。 

 最後に、提案事由４には、紙面の活用と対面学習の併用を維持とありますが、対面学習こそ

教育の基本であり、併用されるものではありません。教員は生徒と教師で直接触れ合い、生徒

は自ら考え文字を五感で覚え、形式にとらわれないノートを作ることで学習していきます。ま

た、障害を持つ子供の中には、デジタル機器そのものになじめなかったり、逆にこだわりが強

く何時間でも向き合っていたりするという実態をＩＣＴ指導員の方から伺っています。また、

教職員を上回るスキルを中学生ではクラスの約７割が有しており、パスワードへのハッキング

を楽々行っているという横浜市の実態もうかがえました。このように、情報端末があることで、

そもそも初めの一歩から取り残されている、本来の目的とは違う運用をしている児童生徒の実

態も調査段階です。 

 現在、新型ウイルス感染症下で加速度的にＧＩＧＡスクール、ＩＣＴ導入が進められていま

すが、同時に弊害も起きています。児童生徒の急激な視力低下もＷＨＯと文部科学省で調査を

進めています。この背景には、放課後家に帰って楽しんでいたゲーム機、スマートフォンに加

え、学校でのタブレット学習が加算された影響によるものではないかという有識者の意見もご

ざいます。言わば非常事態下暫定措置による状況下での本意見書提出には、大きな疑問を感じ

ます。 



 

 多くの大人がその機能に熟練せず、弊害も調査段階で、ＩＣＴ機器を６歳からの児童生徒に

活用させる、ましてや急速度で促進することは適当でないと考えます。 

 最後に、私は市議会議員として本意見書の趣旨を対象者である児童生徒、市民に正確に説明

できません。 

 以上をもち、本意見書提出に対しての反対討論といたします。議員各位の御賛同を心よりお

願い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時４５分といたします。 

                午前１１時３４分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１１時４６分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。３番秋山 泉議員。 

      〔３番秋山 泉議員登壇〕 

○３番 秋山 泉 議員 意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める

意見書の提出についてに対し、反対討論を行います。 

 核兵器禁止条約が核兵器の開発、保有、使用のみならず、使用による威嚇をいかなる場合も

禁止したことで、従来からの核抑止の考え方に一石を投じたことは間違いありません。しかし、

核軍縮を進めるに当たって、諸国間の関係を不安定なものにして、逆に核兵器の使用の危険性

が高まるようなことになってはならず、核軍縮は諸国間の安定的な関係の下で進められる必要

があります。 

 すなわち、現実として、中国や北朝鮮などが核兵器を保有している状況で、日本が核兵器禁

止条約に参加してしまえば、米国の核の傘からも抜ける必要があり、日本が中国や北朝鮮など

による核の脅威にさらされます。そればかりか、現在の国際社会が保っている安全保障上のバ

ランスを崩すことになり、逆に不安定な状況をつくり出してしまいます。 

 核兵器への恐怖、悲惨さ、残酷さを知っている唯一の戦争被爆国だからこそ、核兵器による

分断を避けるためにも、核兵器国と非核兵器国との間の真の橋渡し役として、核兵器禁止条約

に基づく締約国会合にオブザーバーとして参加すべきと考えます。オブザーバーとして参加す

る意義としては、第１に締約国会合の開催費用を負担することで財政的な貢献になること、第

２は政府代表団として被爆者や大学生らのユース非核特使を派遣できること、第３は日本が知

見を持っている被爆医療や環境修復などの分野で貢献できること、第４は核兵器禁止条約の実



 

効性向上のための積極的な貢献ができること、最後にこのような貢献を積み重ねた上で締約国

会合または特別会合の被爆地での開催を要請することも考えられます。 

 これらのことから、締約国会合に参加し、唯一の戦争被爆国としての存在感を示し、中長期

的には日本が批准できるような安全保障環境をつくり上げていくことが重要と考えます。 

 よって、意見書案第３号には反対をいたします。 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 ほかに討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第３５号ないし議案第４１号の７件、決議案第２号の１件、意見書案第３号及

び意見書案第４号の２件、請願第２号ないし請願第４号の３件について順次採決いたします。 

 初めに、議案第３５号、牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について、本案に対す

る委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第３５号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３６号、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、本案に対す

る委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第３６号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３７号、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案に対

する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第３７号は委員長の報告のとおり可決

されました。 



 

 次に、議案第３８号、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について、本案に対する委

員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第３８号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３９号、牛久市都市計画マスタープラン審議会条例を廃止する条例について、

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第３９号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４０号、令和３年度牛久市一般会計補正予算（第２号）、本案に対する委員長

の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、議案第４０号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第４１号、物品購入契約の締結について、本案に対する委員長の報告は可決であ

ります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、議案第４１号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、決議案第２号、新型コロナウイルスワクチンの接種受付体制の改善等を求める決議に

ついて、本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、決議案第２号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、意見書案第３号、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出につ

いて、本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 



 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立少数であります。よって、意見書案第３号は否決されました。 

 次に、意見書案第４号、学校教育におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を適

切に進めることを求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、意見書案第４号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、請願第２号、国に対し、「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を

高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書」の提出を求める請願、本

案に対する委員長の報告は採択であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、請願第２号は採択することに決しました。 

 次に、請願第３号、「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意

見書」を国に提出することを求める請願書、本案に対する委員長の報告は採択であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、請願第３号は採択することに決しました。 

 次に、請願第４号、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願、本案に対する委員長の

報告は不採択であります。 

 本案は、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立少数であります。よって、請願第４号は不採択とすることに決しまし

た。 

 ここで、本定例会で採択いたしました請願第２号につきまして、内閣総理大臣、経済産業大

臣及び環境大臣に対し意見書の提出をするために、意見書案第５号、脱炭素、脱原発を進め、

再生可能エネルギー電力の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める

意見書の提出についての１件について、これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、意見書案第５号、脱炭素、脱原発を進め、

再生可能エネルギー電力の割合を高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求める

意見書の提出についての１件を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることに決

定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

                午後０時０１分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後０時０２分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程第１、意見書案第５号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 追加日程第１ 意見書案第５号 脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を 

                高める２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定を求め 

                る意見書の提出について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。１５番須藤京子議員。 

      〔１５番須藤京子議員登壇〕 

○１５番 須藤京子 議員 意見書案の朗読をもって提案理由に代えさせていただきます。 

 意見書案第５号、脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高める２０３０

年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書（案） 

 気候危機により人類の持続可能性が今問われています。気温を２１００年までに産業革命か

ら１．５℃上昇以内に収めないと人類は生存できなくなると言われています。気候危機は私た

ち人間が生み出している二酸化炭素が原因です。 

 ２０３０年第６次エネルギー基本計画の改定は新型コロナウイルスと気候危機が進んでいる

今、大変重要な計画となります。再生可能エネルギーの導入拡大は二酸化炭素を減らす最も有

効な手段です。２０３０年の基本計画におけるエネルギーミックスをどのように計画するかが

大きな岐路になります。 

 ２０２１年３月には東日本全体が壊滅する可能性すらあった東京電力福島第一原子力発電所

事故から１０年の節目を迎えました。廃炉の見通しも未だ立たず、汚染水の処理もできず、暮

らしを奪われたままの方もたくさんいます。巨大なリスクを抱える原子力発電は廃止すべきで

す。日本は約７０％の食料とほぼ１００％のエネルギー資源を海外に依存しています。日本が

自給できるエネルギーは再生可能エネルギーしかありません。また、温室効果ガスを大量に排



 

出する石炭火力発電の温存政策は、持続可能な脱炭素社会に逆行するものです。 

 よって国は、２０５０年カーボンニュートラルの実現の鍵であるエネルギーの効率化と共に

再生可能エネルギーの大幅な拡大をいち早く進めるよう、下記の事項に早急に取り組むことを

強く要請します。 

記 

１．国は、第６次エネルギー基本計画で、２０３０年度の再生可能エネルギー電力目標を６

０％以上、２０５０年度は１００％としてください。 

２．国は、巨大なリスクを抱える原子力発電は可及的速やかに廃止し、石炭火力発電は段階的

に２０３０年までに廃止してください。 

３．国は、脱炭素社会に向けて、再生可能エネルギーを強力に推進する政策への転換を早急に

すすめてください。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 よろしくお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより意見書案第５号についての質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で、意見書案第５号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第５号については、会議規則第

３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、意見書案第５号については常任委員会付

託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより意見書案第５号について採決いたします。 



 

 意見書案第５号、脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高める２０３０

年第６次エネルギー基本計画の改定を求める意見書の提出について、本案は原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、意見書案第５号は可決されました。 

 次に、本定例会で採択いたしました請願第３号につきまして、内閣総理大臣、財務大臣、総

務大臣及び厚生労働大臣に対し意見の提出をするために、意見書案第６号、安全・安心の医

療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書の提出についての１件を日程に追加

し、直ちに議題にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、意見書案第６号、安全・安心の医療・介

護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書の提出についての１件を日程に追加し、追

加日程第２として直ちに議題とすることに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

                午後０時１０分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午後０時１１分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程第２、意見書案第６号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 追加日程第２ 意見書案第６号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守 

                るための意見書の提出について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。２１番遠藤憲子議員。 

      〔２１番遠藤憲子議員登壇〕 

○２１番 遠藤憲子 議員 意見書案第６号、朗読をもって提案理由といたします。 

 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書（案） 

 ２０２０年の新型コロナウイルスによるパンデミック（感染爆発）は、日本国内でも大きな

影響を広げました。経済活動や国民生活にも深刻な影響を及ぼすと共に、「医療崩壊」などが

取りざたされ、国民のいのちと健康が脅かされる事態が広がりました。この感染症対応の経験

から明らかになったことは、感染症病床や集中治療室の大幅な不足や、それらを中心的に担っ

ている公立・公的病院の重要性、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所の不足問題など



 

です。これらの諸問題の背景には、９０年代後半から続いてきた医療・介護・福祉など社会保

障費の抑制策や、公衆衛生施策の縮減があります。 

 ２１世紀に入り、わずか２０年の間に、ＳＡＲＳ、新型インフルエンザ、ＭＥＲＳ、そして

今回の新型コロナウイルスと、新たなウイルス感染とのたたかいは短い間隔で求められ、今後

も新たなウイルス感染への対応が必要になることは明らかです。 

 新型コロナウイルス感染対策の教訓を経て、国民のいのちと健康、暮らしを守るためにも、

そして新たなウイルス感染や自然災害などの事態の際に経済活動への影響を最小限に抑え込む

ためにも、医療・介護・福祉、そして公衆衛生施策の拡充は喫緊の課題です。 

 私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のために、下記の事項を要請します。 

記 

１．今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、

福祉に十分な財源確保を行うこと。 

２．公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を

図ること。 

３．安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術職・介護職等

を大幅に増員すること。 

４．保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検

査・検疫体制などを強化・拡充すること。 

５．社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより意見書案第６号についての質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で、意見書案第６号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第６号については、会議規則第

３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、意見書案第６号については常任委員会付

託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 



 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 これをもって討論を終結いたします。 

 これより意見書案第６号について採決いたします。 

 意見書案第６号、安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書

の提出について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立多数であります。よって、意見書案第６号は可決されました。 

 次に、日程第１４、環境建設常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 環境建設常任委員会の閉会中の継続調査について 

 

○杉森弘之 議長 本案は、環境建設常任委員会委員長から、会議規則第１１１条の規定によ

り、お手元に配付しましたとおり、閉会中において継続調査の申出がありました。 

 本案は、環境建設常任委員会委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに賛成の

諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、本案は環境建設常任委員会委員長の申出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 次に、日程第１５、閉会中の事務調査の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 閉会中の事務調査の件 

 

○杉森弘之 議長 本件は、お手元に配付してありますとおり、各委員長から閉会中の事務調

査の申出がありました。 

 お諮りいたします。本件は各委員長の申出のとおり、それぞれ閉会中の事務調査に付するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 



 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、本件は各委員長の申出のとおり、それぞれ

閉会中の事務調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了されました。 

 これをもって令和３年第２回牛久市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

午後０時２０分閉会 

        ――――――――――――――――――――――――― 
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